
①理事長就任のご挨拶

②（特集）食コンディショニングチャレンジ（４）
「何を食べる？」を変えて検査値別の不調を改善させよ
う

肥満が気になる！

血圧が気になる！

血糖値が気になる！

LDLコレステロール値が気になる！

中性脂肪値が気になる！

尿酸値が気になる！

③2018年度保健事業　試行導入施策
「体内時計に合わせてベストコンディションをつくる食
べ方」セミナー開催！
『Reborn MAGIC』を利用した生活習慣改善プログラムに
チャレンジ

④嘱託医からのメッセージと医療情報

⑤「健康ウォーク2019」開催中です！始めてみませんか？“
インターバル速歩”

⑥令和元年度　インフルエンザ予防接種

⑦はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧療養費の申請
方法が償還払い（立替払い）に変更になります

⑧平成30年度　収入支出決算

⑨平成30年度　保健事業・令和元年度　公告



この度、4月1日付で岸田前理事長の後任として、塩野義健康保険組合の理事長に就任致しましたので、ご挨拶を申し上げます。

保健事業をめぐっては、近年目まぐるしい環境変化があることは、皆様にもご記憶が新しいことと思います。いわゆる「アベノミク

ス」の柱の一つである「日本再興戦略」において「国民の健康寿命の延伸」が重要な政策目標と掲げられ、保険者に対しては「データ

ヘルス計画」の推進と共に、さらに昨今は「健康経営」に向けた事業主との連携も打ち出されて参りました。

この「健康経営」とは、従業員の健康と企業経営における生産性を共に実現していこうとする考え方として捉えられていますが、いわ

ゆるE（環境）S（社会）G（企業統治）といった視点から鑑みても、益々人的資本への関わり合いや投資を強化していかなければなら

ないとする潮流の現れではないかと解しております。すなわち「健康経営」とは、健康保険のベースとしてあるいは重要な経営課題とし

て今捉えるべきイシューであり、保険者機能が益々重要視され、期待度が高まってきている裏返しでないかと考えております。本年4月

に本格始動しました「働き方改革」の推進は、まさにこの重要なメッセージの一つの具現化ではないでしょうか。

一方、少子高齢化への趨勢や高齢者医療制度を取り巻く環境を考えますと、健保組合の財務環境は益々厳しくなることも予想されま

す。当健康保険組合は公法人として活動しておりますが、行政からの要請に対して信頼を損なわない事業運営を行うと共に、保健事業

をめぐる状況を鑑みながら、事業主や被保険者のみなさまからの付託にもお答えし、「負担」と「給付」の調和の取れた効果的な事業

の運営を目指して参りたいと考えております。

まさにこのような時期に社会保障の一翼を担う当健康保険組合の理事長という大役を担うことになり、その重責に身が引き締まる思い

です。私自身、今まで健康保険について特別に深い知識や経験等があったわけではございませんが、75年にわたり発展に尽くされてき

た歴代の理事長をはじめ関係された方々の意思を継ぎ、当健康保険組合を職員一同さらに発展させていく所存でございます。これまで以

上に皆様方の暖かいご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



肥満、血圧など検査値は、あなたのからだの声のあらわれです。

まずは、食事のタイミングや食べるものを正しく選ぶことで検査値の改善をめざしましょう。













ご自身の体内時計を知っていますか？
食生活をコントロールして、自分のからだをベストな状態に！
2018年9月19日、本社近郊事業所の方を対象に、EHS推進室・塩野義健康保険組合の共催企画（試行導入）

「体内時計に合わせてベストコンディションをつくる食べ方」セミナーを開催しました。

講師：小島美和子先生　有限会社クオリティライフサービス　代表取締役

（管理栄養士、健康運動指導士、産業栄養指導者、ヘルスケアトレーナー、食コンディショニングプロデューサー）

参加者：約100名

実施期間：2018年10月1日～　28日間（4週間）

参加者（Part1と同様　本社近郊事業所対象）：約120名　うち4週間の利用継続率は5割



特定健診・保健指導・重症化予防
これらは、いずれも我が国が国策として取り組んでいます。目的は、心筋梗塞や脳卒中といった心血管病および人工透析といった重症

な疾患を予防することです。昨年12月に「脳卒中・循環器病対策基本法」が交付されました。今後、一層心血管病の予防に力が注がれ

ると思います。

まずは健診を受けて、生活習慣の改善をめざしましょう。重症化予防も確実に成果を出しています。

禁煙
喫煙の健康被害は発がんのみではありません。心血管病や COPDといった慢性肺疾患を引き起こします。また、後半に述べますよう

に、認知症のリスクにもなります。ぜひ今からでも禁煙にトライしましょう。被保険者の方には、継続して禁煙治療の補助を行ってい

ます。

認知症時代を迎えて
我が国では2018年には認知症の人の数は500万人を超え、65歳以上の高齢者の約７人に１人が認知症とされます。また、軽度認知障害

（ＭＣＩ：Mild Cognitive Impairment）の人の数も同程度いると見込まれ、合わせると65歳以上高齢者の3～4人に１人が、認知症または

その予備軍と予想されます。このように、認知症はだれもがなりうるものであり、まさしく「認知症時代」を迎えています。今年にな

り、国内外で認知症に対する重要な発表が相次いでありました。最新の情報をお伝えします。

まず、世界保健機構(WHO)が2019年5月に、認知症予防ガイドラインを発表しました。その中で認知症と認知機能低下を予防する12個の

提言が述べられています。1)定期的な運動、2)禁煙、3)体重管理（肥満の是正）、4)高血圧管理、5)糖尿病管理、6)脂質異常管理とここ

までは、心血管病の予防とまったく同じです。それ以外には、7)アルコール摂取量の減量、8)社会活動への参加、9)栄養バランスのよい

食事、10)認知トレー二ング、11)うつ状態の管理、12)聴力低下の管理が挙げられています。この中で、食事に関しては、栄養バランス

のよい食事の代表として穀物や果物、魚、豆類、野菜、オリーブオイルを多く摂る「地中海式食事」が推奨されています。地中海式食

事は和食に類似する点が多くあります。

一方、認知症予防に関しては、ビタミンBやE、多価不飽和脂肪酸、マルチサプリメントの効果は証明されていないとのことです。ま

た、認知トレーニング、抗うつ薬、聴力補助のいずれについても、認知症予防効果の証明はされていないようです。以上をまとめると、

心血管病の予防は、認知症予防に直接つながることがエビデンスを持って推奨されています。

もう１つ、国内では令和元年6月18日に「認知症施策推進大綱」が発表されました。これは、認知症時代を迎え、政府が中心になって、

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視しながら、

「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進していくものです。具体的な施策としては、認知症サポーターの養成や通いの場への参

加率向上、我が国の予防エビデンスの検証等々が示されています。

認知症予防は、まず心血管病予防につとめることです。

健康で幸福な人生を送っていただくために、健保組合からの願いです。



ゆっくり歩きを３分、早歩きを３分と、交互に歩くインターバル速歩は、２週間で体が変わり始め、５カ月続けると高血圧、高血糖、

肥満の人の割合が20％減少することがわかっています。運動を始めたい方、普通のウォーキングがマンネリ化してきた方は、始めてみ

ませんか。



疾病予防対策として、被保険者ならびに被扶養者がインフルエンザ予防ワクチンを接種した場合、その費用を健保組合が負担します。接

種を希望される方は下記の要領で接種してください。（被保険者の事業所内接種は昨年度以降中止になりました。）

１．対象者
①被保険者とその被扶養者

②任意継続被保険者とその被扶養者

注）ご家族であっても、被扶養者になられていない方は対象外です。

２．実施方法
最寄りの医療機関で接種してください。

３．接種期間
令和元年１０月１日 ～ 令和元年１２月３１日

４．補助額
【被保険者】１回の接種につき全額を補助します。
【被扶養者】１回の接種につき３,０００円まで補助します。

ただし、幼児など、医師の指示で2回接種を要する場合は、2回まで補助を行います。

なお、自治体等の公共機関から助成がある場合は、助成を利用してください。自己負担が発生した場合は、その金額について補助
します。

５．請求方法
◆費用は個人で立て替えていただき、接種者ご自身宛の領収書を入手してください。（レシートなど宛名のない領収書、塩野義製

薬株式会社や各国内グループ会社宛の領収書、計算書は受け付けできません。）

◆「インフルエンザ予防接種費用請求票」をダウンロードして必要事項を記入、領収書を貼付したうえで健康保険組合に送付して

ください。

◆請求票の送付期限：令和2年１月３１日（金）までに必着

（旧年度の請求票は受け付けできません。）

６．補助額の支払方法
月末までに受理した請求票については、原則、翌々月の給与に加算して支払います。

任意継続の方（その被扶養者を含む）は、原則、翌々月の２０日（２０日が土・日・祝日の場合はその前日）に登録口座に振り込

みます。

ただし、締め切りの都合等により１カ月ほど遅れる場合もありますのでご了承ください。



これまでは、患者が施術者に療養費の受領の代理を承認する「代理受領払い」を採用していましたが、2019年11月からは、患者が施術

料を全額支払い、後日健保組合へ療養費の申請を行う「償還払い（立替払い）」に変わります。

患者はあらかじめ医療機関（病院等）で医師の診察を受け、鍼灸師等の施術に関する「同意
書」の交付を受ける必要があります。
同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は６カ月です。

あんま・マッサージ・指圧の変形徒手矯正術の場合、同意書に基づく療養費支給可能期間は１カ月です。

施術期間が６カ月を超える場合、医師による再同意書の交付が必要です。

◎保険医が交付する施術への「同意書」が必要です。疲労回復・慰安・予防を目的とする施術は保険適用の対象外となります。

◎同一疾病の治療やマッサージを同時に医療機関で行っている場合も対象外となります。



経常収支が2年連続赤字に

保険料収入の減少、医療費等の保険給付費の増加により、経常収支は赤字となりました。

一般勘定

収入合計 37億1218万3千円

支出合計 34億1174万1千円

収支差引 3億0044万2千円

経常収支 1億1055万4千円

＊経常収支・・・財政調整事業のための収入支出などを除いた単年度の収支

一般勘定

収入合計 3億9782万0千円

支出合計 3億4683万5千円

収支差引 5098万5千円



予算科目 事業名 事業の目的および概要 実績

特定健康診査事業

特定健診

【目的】
健診受診により自身の健康状態を把握し、疾
病の早期発見、早期治療につなげてもらう
【概要】
事業主の法定健診と同時に実施

受診率：100％

一般健診
（特定健診兼ねる）

【目的】
受診率向上
【概要】
委託業者が提携している全国の医療機関で実
施。また、未受診者に対する受診勧奨（はが
き）の実施

平成30年度受診者：1,389人
（40歳以上受診者数：1,028人　受診
率66.3％）

特定保健指導事業 特定保健指導
【目的】生活習慣病予防のため
【概要】35歳から実施

実施率：76.3％（206人／270人中）
（3年連続対象者除く）

保健指導宣伝

ヘルスアップポイント制度 健康インセンティブ制度の運用費、制度案内
従業員KENPOS登録率：89.3％
ヘルスアップポイント交換率：55.7％

機関誌発行・
ホームページ運営

【目的】
加入者への健保情報、健康情報提供
【概要】
けんぽだよりの発行（年２回）
　WEBによる閲覧
ホームページの随時更新

従業員機関誌の閲覧率：19.5％

健康意識の向上

【目的】
セルフメディケーション
【概要】
健康年齢の効果測定のため、本社等の在籍者
を対象（約400人)に試行

健康年齢の配布数：765名（試行によ
り本社近辺事業所のみ）

育児指導用冊子
【目的】育児関連の情報提供
【概要】「赤ちゃんとママ」誌を送付

配布者数：126人（2018年4月～2019
年3月）

メンタルヘルス相談

【目的】
メンタル不調者への早期介入による重症化予
防
【概要】
専門カウンセラーによる相談事業の実施

メンタル不調者数：26人

疾病予防

成人病・がん検診

【目的】
がんを含む成人病の早期発見
【概要】
胃がん、大腸がん、腹部エコー、眼底、BN
P、PSA等各種健診の実施

【受診率（従業員被保険者）】
胃93％、大腸95％、腹部100％、眼底1
00％、BNP100％、PSA89％
【受診率（従業員被保険者以外）】
胃がん50.4％、腹部エコー80.0％

婦人科健診
【目的】婦人科疾患の早期発見
【概要】乳がん、子宮がん検診を実施

【受診率（従業員被保険者）】
82％
【受診率（従業員被保険者以外）】
乳がん82.3％、子宮がん73.6％（健診
受診者中）

二次検査費用補助

【目的】
有所見者の二次検査受診を促進
【概要】
３割自己負担分を補助（尿、血圧、血液検
査、胃カメラ、大腸ファイバー）

件数：114件

歯科検診
【目的】虫歯、歯周病等の早期発見
【概要】正しい歯みがき方法の指導などを行
う

事業所集団検診、ネットワーク健診
により実施
受診者率：45.4％　（事業所健診53.

8%）

インフルエンザ予防接種補助
【目的】季節性疾患の予防のため
【概要】費用の自己負担を一部補助

【接種率】46.9％（昨年55.4％）
（うち従業員被保険者43.2％（昨年62.
6％））

禁煙補助

【目的】
喫煙者の禁煙を支援
【概要】
事業所内禁煙治療費補助、禁煙外来補助等の
実施

【事業利用者】
事業所内禁煙治療補助：0名
禁煙外来補助：0名
らくらく禁煙コンテスト補助：0名

生活習慣病重症化予防
【目的】重症化予防
【概要】生活習慣病重症化を予防するため、
対象者に保健指導を実施

糖尿病重症化予防：対象者16名の内8
名実施
脳心血管疾患重症化予防：対象者19名
中0名実施

健診異常値放置者への受診勧奨
【目的】重症化予防
【概要】生活習慣病重症化を予防するため、
対象者に受診勧奨を実施

対象者15名の内9名参加

プレゼンティーズムの損失改善
【目的】医療費の削減
【概要】労働生産性の損失を改善

プレゼンティーズムの損失額（1人1カ
月平均）：50,074円（2016年度比4,80
0円減）

体育奨励 健康ウォーク
【目的】生活習慣改善、運動習慣定着
【概要】毎年9月～11月と年間を通じたイベン
トを実施

参加率：41.5％(2,118人／5,108人）

責任者　理事長　田中　裕幸

公告年月日 公告事項

平成31.3.4 規約変更認可申請書（シオノギファーマ株式会社の編入）

平成31.3.28 組合会議員の就退職について

平成31.3.29 選定理事補欠選挙ならびに理事長選挙について

平成31.4.1 組合会理事及び理事長の就任について

平成31.4.10 選定議員の選定について

平成31.4.10 組合会議員の就退職について

平成31.4.26 規約変更（シオノギ分析センター、シオノギファーマケミカルの適用事業所削除）

令和1.5.1 選定議員の選定について

令和1.5.1 組合会議員の就退職について

令和1.5.13 規約変更（財務：予備費の費途科目の追加）




